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歯科材料３ 義歯床材料 

一般医療機器 歯科用分離材 70923000 

アクアセップ 
 

 
【禁忌・禁止】 
本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には

使用しないこと。 

 
【形状・構造及び原理等】 

［成分］ 

形状 成分 
液 エタノール、水溶性ポリマー、着色材、その他 

 
【使用目的又は効果】 

１）使用目的 
天然歯、修復物、又は補綴装置と、歯科材料との分離に用

いる。 
 
２）具体的使用例 

①合着時の余剰セメントと天然歯や補綴装置との分離 

②レジン系裏層材、レジン系コーティング材などのレジン系

材料を適用後の内側性窩洞とレジン系仮封材との分離 

 
［原理］ 

本材を塗布後、揮発成分を蒸発させることにより、ポリマー被

膜が形成され、本材を塗布した面と材料間の接着を妨げる。 

 

【使用方法等】 

［使用方法］ 
１）適用前の作業 

適用部位のエア乾燥を行います。 
２）塗布、エア乾燥 

本材をディッシュ等に適量採取し、ブラシ等を用いて適用

部位に塗布します。 
３）エア乾燥 

弱圧のエアにて塗膜を均質にした後、さらにエアを強めて

充分に乾燥し、被膜を形成させます。エアをかける際の時

間の目安は、弱圧、強圧共にそれぞれ 15秒です。分離効果

を高めたい場合は、本材の塗布と乾燥を繰り返し、被膜を

厚めに形成させます。 
４）処置後の被膜の除去 

被膜の色が消えるのを目安にして水洗により被膜を除去しま

す。必要に応じて綿球等で被膜を擦りつつ水洗を行います。 
 
［使用方法に関連する使用上の注意］ 

１） 唾液、血液等で適用面が汚染された場合は、水洗・乾燥又

はエタノール清掃後に、本材を適用すること。 
２） 本材は揮発成分を含むため、採取後すみやかに密栓するこ

と。また、採取後、すみやかに使用すること。 
３） 処置する際は、排唾管やバキュームを作動させ、口腔内の

水、唾液等を吸引すること。 
４） 採取後の本材は、感染防止のため同一患者のみに使用する

こと。 
５） 接着を必要とする部位に本材を塗布しないよう注意する

こと。誤って接着面に塗布した場合は、充分に水洗して本

材を除去すること。 
６） 本材はレジン支台歯（外側性窩洞レジンコーティング面含

む）と即重レジンとの分離には、効果が不充分な場合があ

るので適用しないこと。 
７） ディスポーザブルブラシ及びディスポーザブルディッシ

ュは感染防止のため、再使用しないこと。 
 

【使用上の注意】 

［重要な基本的注意］ 

１） 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、

しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師

の診察を受けさせること。 

 

２） 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、

しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の

診察を受けること。 

３） 本材が患者の目や皮膚、あるいは衣類に付着しないような

措置を講じること。皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに

水を含ませた綿球等で拭き取ること。 

４） 本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者

は使用しないこと。 

５） 本材はエタノールを含んでいるため、換気のよい場所で使

用すること。万一本材の蒸気を吸入して気分が悪くなった

場合は、新鮮な空気の場所で暖かくして休憩すること。 

６） 本材は可燃性であるため、必ず火気を避けて使用すること。 

７） 本材との接触による過敏症を防ぐため、医療用（歯科用）

手袋及び保護眼鏡の着用等の防護措置を執ること。また、

口腔軟組織や皮膚に付着した場合には、すぐに水を含ませ

た綿球等で拭き取った後、大量の流水で洗浄すること。尚、

医療用（歯科用）手袋は本材の直接的な接触を防ぐが、一

部の有機溶媒が短時間のうちに浸透することが知られて

いるので、本材が付着した場合は直ちに手袋を捨て、流水

で充分洗浄すること。 

８） 本材は目に入らないように注意すること。万一目に入った

場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受

けること。 

９） 本材の患者への使用中、誤飲には充分に注意すること。万

一、誤飲させた場合は、直ぐにうがいをさせ、必要に応じ

て医師の診察を受けさせること。 

 

［不具合・有害事象］ 

本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎等の過敏症状が発生すること

があります。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

［保管方法］ 

・本材は、高温、多湿、直射日光、火気を避けて、1～30℃で保

管すること。 
・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管

理すること。 
 

［有効期間］ 

本材の使用期限は包装に記載のとおり。 

［当社データによる］ 

 

※(例  YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す） 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者 株式会社 松風 

住所 〒605-0983 
 京都市東山区福稲上高松町 11 
電話番号 （お客様サポート窓口）075-778-5482 


